
平成２４年度 事業報告（概要）

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

１ 本年度実施した主要事項

（１）障害者総合（自立）支援法における新事業体系への移行

白兎はまなす園、障害者福祉センターあさひ園（入所）、旧境港通勤寮について、平成

２４年４月に新事業体系へ移行しました。移行後の運営状況を検証し、就労継続支援Ａ型

事業所などの新たな事業展開の検討を行いました。

（２）すずかけの移転新築

平成２３年度から建設を行っていたすずかけについて、平成２４年４月に竣工し、同５

月に開所しました。作業環境の改善と最新設備・機器を活用した作業により利用者の工賃

増収を図るとともに、就労支援事業の拡充を行い、新規利用者の増加を図りました。

（３）羽合ひかり園従たる事業所｢アトリエ｣の運営開始

平成２４年４月から倉吉市で活動していた小規模作業所｢アトリエ｣の運営を引き継ぎ、

作業所から継続して利用する利用者が安心できるサービスを提供しました。

また、今後の地域ニーズに対応できるように、老朽化している羽合ひかり園通所施設（母

来寮の旧作業室）と統合し、羽合ひかり園敷地内に、補助金を活用して、新たに日中活動

施設を建設することを計画しました（平成２５年度事業）。

（４）障がい者の地域移行の推進

鳥取市鹿野町内（すずかけ隣接地）に、補助金を活用して２４時間支援型のケアホーム

２棟を建設しました（平成２５年３月竣工）。また、開設に向けて、利用者の移行準備等

を行いました。

その他にもグループホーム・ケアホームの新規開設及び旧境港通勤寮利用者の地域移行

を計画していましたが、鳥取県における障がい者グループホームの取扱い変更の影響によ

り、新規開設は見送ることとなりました。

（５）中部圏域の在宅支援の強化

倉吉市内に障害者相談支援事業所「障害者支援センターくらよし」を開設し、障がい者

の在宅支援を強化すると共に、「中部圏域障がい者地域自立支援協議会事務局」を受託し、

中部圏域における障がい者福祉の向上に寄与しました。

また、巌城はごろも苑内に居宅介護支援事業所を開設し、地域包括ケアシステムの考え

方に基づいて、高齢者の在宅支援を強化しました。

（６）大規模修繕等

○利用者サービスの向上、職員の介護負担軽減を図るため、浴室・浴槽改修工事（西部やま

と園、三津白寿苑）、トイレ改修工事（西部やまと園、白兎はまなす園、あさひ園、巌城

はごろも苑）を行いました。

○建物の老朽化に対応するため、屋根改修工事（白兎はまなす園、羽合ひかり園、厚和寮、

巌城はごろも苑）や床面貼替工事（羽合ひかり園）を行いました。

○改正消防法令に対応するため重油タンク設置・改修工事（白兎はまなす園、あさひ園、厚

和寮）を行いました。

○老朽化した電話設備の改修工事（事務局他福祉センター内６施設）を行いました。

（７）鳥取県特別養護老人ホーム施設整備事業等への応募

地域福祉の向上と法人経営の基盤強化を図るため、鳥取県が募集していた特別養護老人

ホーム施設整備事業（鳥取市内）に応募しました。（募集延長のため平成２５年度へ繰り

越し）

鳥取市が行った認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）事業者の公募にも

応募したが、選定されませんでした。



２ 社会福祉事業及び公益事業の実施状況

（１）第一種社会福祉事業（１４施設 入所定員１，０９０名、通所定員５６１名）

ア 自主経営施設（１１施設）

（２）第二種社会福祉事業（２施設６事業）

ア 施設（２施設）

イ 自主事業（４事業）

ウ 受託事業（２事業）

（３）公益事業（２施設１０事業）

ア 施設（２施設）

イ 自主事業（１事業）

ウ 受託事業（９事業）

３ 理事会、評議員会、監査及び施設長会

（１）理事会 ３回開催

（２）評議員会 ３回開催

（３）監事による監査 決算監査１回実施

（４）施設長会 ７回開催

４ 経営に関する事項

（１）経営基盤の確立

新社会福祉法人会計基準への円滑な移行を目指し、会計システムの選定準備などを行いま

した（平成２６年度移行予定）。また、今後の建替え・改修計画を策定するため、施設の老

朽化調査を行いました（平成２４年度は東部地区５施設実施）。その他にも、人事管理シス

テムや障害者ケアプランシステムなどの導入により、情報の一元管理や業務の省力化を図り

ました。

（２）中・長期計画の策定

第１次計画期間が平成２４年度で終了することを受け、法人・施設の経営状況や社会動向

を踏まえ、第二次中・長期計画（２５年度～２９年度の５年間）の策定を行いました。

（３）指定管理施設受託に向けた取り組み

平成２５年夏の次期指定管理者の選定に向けて業務の総括等を行い、指定管理受託等の準

備を行いました。

（４）法令遵守（コンプライアンス）の徹底

障害者総合（自立）支援法の一部改正により、障害者施設・事業所においても「業務管理

体制の整備」が義務化（平成２４年１０月施行）されたことを受け、改めて業務管理体制を

見直しするとともに、「鳥取県厚生事業団業務管理体制要綱」に基づき、社会福祉法及びそ

の他の関係法令、当事業団規程等を遵守し、適切な事業の執行に努めました。

（５）福祉サービスの向上

平成２４年度は９施設が第三者評価を受審し、更なるサービスの質の向上に努めた。

（６）人材育成

ア 「鳥取県厚生事業団職員研修事業実施要綱」に基づき新規採用職員研修、業務別研修、

その他各種職員研修を実施し、人材育成を図りました。

イ 資格取得の促進に努め、２４年度は延べ３７人の職員が国家資格（介護福祉士等）を取得

しました。

ウ 鳥取県から３つの研修事業（障がい福祉従業者等研修事業、障がい者就労支援セミナー開

催事業、介護職員等の喀痰吸引等研修事業）を受託し、実施しました。事業実施にあたり、

当法人の職員が講師等を務めたことにより、豊富な優れた人材を有し、十分に研修機関とし

ての役割を果たしえることを、内外にアピールできたと同時に、職員の自己研鑽の機会とな

り、資質向上につながりました。


